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令和５年度 厚生労働科学研究費補助金(障害者政策総合研究事業) 

分担研究報告書 

障害福祉事業所から見た一般就労中における就労系障害福祉サービスの一時利用 

 

研究分担者 野﨑 智仁（国際医療福祉大学） 

 

【研究要旨】 

栃木県那須地域の障害福祉事業所から考える一般就労中における就労系障害福祉サービスの一時利

用について論じた。那須地域においては、利用者にとって必要であると判断されれば、これまでも柔軟

に支給決定がされていた。しかしながら、他の地域では状況が異なるようであり、今後の一時利用につ

いて、支給決定が不足なく提供されることを期待したいが、一方で一時利用のあり方について今後も継

続的な議論が必要であると考える。 

 

Ａ.研究目的 

就労系障害福祉サービスにおいても、障害者

が企業での就労時間を延長させていくことや復

職支援が必要であるという見解が厚生労働省障

害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会

（2021）において示された。 

そこで、本稿では栃木県那須地域の障害福祉

事業所から考える一般就労中における就労系障

害福祉サービスの一時利用について論じる。 

 

Ｂ.調査方法 

筆者が携わる栃木県那須地域の就労系障害福

祉サービス事業所でヒアリング調査を行った。 

 

Ｃ. 結果 

（１）栃木県の事情と NPO法人那須フロンティア

の役割 

筆者は栃木県那須地域において就労支援に携

わっている。那須地域は、那須塩原市、那須町、

大田原市の３市町があり、各市町（2023）が公表

する人口規模では 2023 年 12 月現在では合計 21

万５千人程度である。就労系障害福祉サービスの

事情としては、栃木県内全域で同様であるが、就

労移行支援が減少、就労継続支援 A型が微増、就

労継続支援 B型が増加している傾向にある。この

背景には、就職先となる企業数の少なさ、限られ

た障害者の移動手段（公共交通機関の整備の不十

分さ）、それに伴う一般就労実現の難しさがある

ことから、特に就労移行支援の運営が困難な事情

がある。このことから、一般就労への支援、福祉

的就労への支援のどちらについても、就労継続支

援 A型や就労継続支援Ｂ型が担う必要性が出てき

ている。この那須地域において、筆者は NPO法人

那須フロンティアという障害福祉事業所を運営

している。「メンタルヘルスを中心としたまちづ

くりへの寄与」をテーマとして 1999 年に開設し

た。開設以来、様々な事業を運営してきたが、現

在は、就労移行支援、職場適応援助者支援、地域

活動支援センター事業Ⅰ型、委託相談支援、指定

一般相談支援、指定特定相談支援などを実施して

いる。また、令和４～５年度栃木県就労移行・定

着支援強化委託事業への協力をしており、栃木県
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内の就労系障害福祉サービス事業所に対して支

援のコンサルテーションを行なっている。これら

の立場から、当法人で行う対象者への支援のみな

らず、他の事業所の支援する対象者支援に協力を

する役割を担っている。 

 

（２）就労時間延長支援と復職支援 

就労継続支援Ａ型や就労継続支援Ｂ型を利用

する対象者の中には、現状の福祉的就労から一般

就労へ挑戦したいと考える者がいる。しかしなが

ら、対象者もそうであるが、身近な支援者も一般

就労へ移行することで失敗体験を積むことにな

ってしまうのではないかという不安や、どのよう

な職種に適性があるのか見極めが困難であると

いう相談を受けることがある。このような場合、

例えば当法人の就労移行支援や地域活動支援セ

ンター事業Ⅰ型の活動を活用し、短期的なアセス

メントを実施してその情報を対象者や支援者と

共有し、一般就労の可能性を関係者間で検討をす

るということを実施した経験がある。また、精神

疾患や高次脳機能障害などによる休職中の方に

ついても、治療に携わっていた医療機関の職員や、

職場の上司から相談を受けることがある。この際

には、委託相談支援が介入することが多く、状況

の整理や利用可能な制度、支援機関などを検討し

ている。 

栃木県那須地域の産業としては、農業や観光業

があり、農業であれば収穫時期、観光業であれば

集客時期には繁忙期になり、一方で年間通じて業

務量が一定であるわけではなく、閑散期とが入り

混じる特徴がある。それに加え、地方地域は少子

高齢化の影響があり、労働者の確保が困難でもあ

る。事業の経営者からすると、繁忙期のみ労働者

を確保するということは困難でもあるため、障害

がある対象者が就労することに対して期待を寄

せる声も多く聞く。 

これらの就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型

の利用者や支援者、医療機関の医療従事者、企業

関係者などは、地域に存在するより身近な支援事

業所へアクセスし、相談ができることを求めてお

り、那須地域においては委託相談支援がその役割

を担っているように思える。他の支援事業所から

の相談の際には、一人の対象者支援のあり方を検

討することをきっかけとし、アセスメント力をさ

らに高めたいという要望から事例検討会などを

行うことがある。これら関わりに対しては、当法

人が一方的な助言を行なっているわけではなく、

関係者間で情報を共有し、皆で検討するよう心が

けている。藤田ら（2013）は、関連職種連携は多

数の学問領域の者が集まっただけでは成立せず、

相互に作用し合うことで実現すると述べている。

那須地区においても、一つの課題を皆で共有し、

顔が見える関係を作り、ネットワークが形成され

ることが重要であり、この繰り返しが支援の質を

高める最良の法略であると考える。 

 

（３）一般就労からのフェードアウト支援 

前述した厚生労働省障害者雇用・福祉施策の連

携強化に関する検討会においては、一般就労中の

就労系障害福祉サービスの利用については、就労

時間の延長支援と復職支援が必要と報告されて

いる。那須地区で長期的に就労支援に従事してい

ると、前述の対象とは異なり、一般就労から徐々

に就労系障害福祉サービスの利用に移行してい

かざるを得ない対象者がいる。例えば、加齢に伴

い体力が低下していくことや、他の疾患を罹患し

て労働遂行能力が低下していく対象者。親と同居

して生活をしていたが、親が死去して生活管理を

自身で行わなければならなくなった対象者。これ

らは、一般就労をしてから長い時間が経過してか
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ら生じる健康課題、生活課題である。具体的な支

援としては、勤務日数や勤務時間を調整する対応

を、企業や対象者とともに検討し、さらには生活

支援（医療機関への同行訪問、家事の工夫を検討

など）、就労系障害福祉サービスとの利用内容の

調整などを行っている。昨今の検討内容とは異な

る課題ではあるが、障害がある対象者の就労生活

では向かい合わなければならない課題の一つで

あるため、今後、議論を深めていく必要があると

考える。 

 

Ｄ. 結論 

那須地域においては、利用者にとって必要であ

ると判断されれば、これまでも柔軟に支給決定が

されていた。しかしながら、他の地域では、社会

資源の供給量によって判断は分かれていたもの

と思える。今回の厚生労働省での議論により、支

給決定は不足なく提供されることを期待したい

が、前述のフェードアウト支援などは、まだ課題

として残っている。今後も、継続的な議論が必要

であると考える。 

 

Ｅ. 健康危険情報 

該当なし 

 

Ｆ. 研究発表 

１．論文発表 

1) 野﨑智仁：障害福祉事業所から見た一般就

労中における就労系障害福祉サービスの一

時利用, 職業リハビリテーション , 37 

(2) , 44-45, 2024 

２．学会発表 

 なし 

 

Ｇ. 知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

該当なし 

 

２．実用新案登録 

該当なし 

 

３．その他 

該当なし 
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